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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

回次 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 

売上高 （千円） 3,189,357 3,337,624 3,370,320 3,157,219 3,005,292 

経常利益 （千円） 749,791 832,550 709,947 635,512 497,798 

当期純利益 （千円） 460,217 476,597 390,147 380,918 295,138 

持分法を適用した場

合の投資利益または

投資損失（△） 

（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 783,200 783,200 783,200 783,200 783,200 

発行済株式総数 （株） 41,308 41,308 41,308 41,308 4,130,800 

純資産額 （千円） 5,012,510 5,257,365 5,416,188 5,565,782 5,629,595 

総資産額 （千円） 5,632,653 5,885,462 6,108,264 6,286,308 6,213,519 

１株当たり純資産額 （円） 121,344.80 127,272.34 131,117.18 1,347.39 1,362.83 

１株当たり配当額 

（円） 

5,600.00 5,600.00 5,600.00 56.00 56.00 

（内 １株当たり中

間配当額） 
(2,800.00) (2,800.00) (2,800.00) (28.00) (28.00) 

１株当たり当期純利

益金額 
（円） 11,141.13 11,537.65 9,444.85 92.21 71.45 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 89.0 89.3 88.7 88.5 90.6 

自己資本利益率 （％） 9.4 9.3 7.3 6.9 5.3 

株価収益率 （倍） 12.0 10.9 13.2 14.2 19.3 

配当性向 （％） 50.3 48.5 59.3 60.7 78.4 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） 567,070 651,732 719,579 506,531 460,317 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） △1,084,932 △595,768 △1,785,650 165,586 △376,218 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） △230,912 △230,897 △230,799 △230,987 △231,473 

現金及び現金同等物

の期末残高 
（千円） 2,204,891 2,029,958 733,087 1,174,217 1,026,843 

従業員数 

（人） 

146 155 158 151 150 

［外、平均臨時雇用

者数］ 
[13] [13] [13] [14] [14] 

 （注）１．当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行いましたが、第22期の期首に当該

株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産、１株当たり配当額、１株当たり中間配当額及び１株当た

り当期純利益金額を算定しております。

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【沿革】

年月 沿革

平成３年６月 東京都北区に株式会社エックスネットを設立。「ＸＮＥＴサービス」を開始。

平成３年８月 東京都渋谷区渋谷に本社を移転。

平成３年10月 日本生命保険相互会社のミドルに「ＸＮＥＴサービス」採用（最初の大型受注）。

平成４年11月
日本電子計算株式会社と「ＸＮＥＴサービス」の販売提携、ＪＩＰ－ＴＲＡＤＥのトレードマー

クで販売。

平成５年８月 東京都港区南青山に本社を移転。

平成６年８月
株式会社大和総研と「ＸＮＥＴサービス」の販売提携、ＤＡＩＷＡ－ＸＮＥＴのトレードマーク

で販売。

平成７年３月 東京都港区赤坂に本社を移転。

平成７年10月 エヌ・ティ・ティ・データ・フィナンシャル株式会社と海外データの販売契約。

平成10年１月 損害保険のバックシステム分野へ進出。

平成10年７月 東京都千代田区一番町に本社を移転。

平成11年１月 トレーディングサービス分野へ進出。

平成11年４月 ロイター・ジャパン株式会社とＴ－Ｗａｖｅの共同ビジネス開始。

平成11年12月 生命保険のバックシステムの開発スタート。

平成12年６月 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場に株式を上場。

平成12年12月 ＢＰＯ向けシステム開発スタート。

平成13年３月 融資システム開発スタート。

平成13年４月 ウェブオフィス株式会社を設立。

平成13年５月 東京都港区北青山に本社移転。

平成15年２月 東京証券取引所市場第二部上場。

平成16年２月 大阪証券取引所ヘラクレス市場上場廃止。

平成16年３月 東京証券取引所市場第一部上場。

平成16年12月 ユーエックスビジネス株式会社を設立。

平成20年１月 東京都新宿区荒木町に本社移転。

平成21年３月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データが当社株券の公開買付を実施、同社の連結子会社となる。

平成21年５月 ウェブオフィス株式会社を売却。

平成21年12月 ユーエックスビジネス株式会社を子会社化。

平成22年２月 ユーエックスビジネス株式会社を解散（平成22年５月清算結了）。

平成26年４月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フィナンシャル・ソリューションズと業務提携。

 

３【事業の内容】

 当社の親会社は株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下ＮＴＴデータ）であり、同社は当社の株式2,106,700株

（議決権比率51％）を保有しております。

 なお、当社はXNETサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載しておりません。
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(1）当社の売上高構成比は以下の通りです。

  （ ）は構成比
 

  第22期 第23期

ＸＮＥＴサービス（百万円） 3,115（ 98.7％） 2,990（ 99.5％）

機器販売等（百万円） 42（ 1.3％） 15（  0.5％）

合計（百万円） 3,157（100.0％） 3,005（100.0％）

 

(2）「機器販売等」について

 当社の唯一の商品は「ＸＮＥＴサービス」です。「ＸＮＥＴサービス」を利用するためにコンピュータ等を必要

とします。このコンピュータ等は、お客様が自社で購入して、ＸＮＥＴのソフトウェアやデータを入れて利用する

のが原則です。お客様によっては、当社に対してコンピュータ等の機器も一緒に導入を希望する場合があります。

このニーズに応えるために当社の機器販売等のビジネスがあります。但し、

－ ＸＮＥＴサービス導入先に限っていて、機器販売等を単独で行うことはない

－ ＸＮＥＴサービスに比較して利益は少ない

ビジネスですので、当社の事業としてのウェイトは低くなっています。

 又、利用する機器のＯＳ（オペレーティングシステム）がＬＩＮＵＸに変わり、機器そのものの価格が大幅に下

落しております。また、クラウドコンピューティングの普及に伴い当社が機器を用意するフルサービスをご利用の

お客様も増えております。

 そのため、売上構成比は０％～１％になっています。

(3）「ＸＮＥＴサービス」について

 多くの日本の企業は従来、情報システムを自社で構築し、自社のみで使用していました。外部企業に開発・運用

をまかせている（いわゆるシステムのアウトソーシング）場合も自社固有システムのことが多く、開発費、メンテ

ナンス費がすべて自社にかかっている構造は変わっていません。

 当社は、当社独自に情報システムを構築し、複数の顧客に月々のサービス料だけで提供するという独自のビジネ

スモデルを考え、これを「ＸＮＥＴサービス」と名付けました。Application Outsourcingというビジネスコンセ

プトです。

 「ＸＮＥＴサービス」は、ユーザーである顧客、提供者である当社に大きいメリットがあります。具体的には、

ユーザーのメリット

・初期投資がいらない

・導入期間が短い

・メンテナンスコスト不要

・１つのシステムを多くのユーザーが負担するので全体的コストが安い

・多くのユーザーのアイディアを盛り込むので内容が高度である

・常にシステムの内容を更新するので陳腐化しない

当社のメリット

・月々の収入－安定収入

・簡単にサービス中止できない

・高い利益率（同じアプリケーションを共同で利用するため）

などがあげられます。

「ＸＮＥＴサービス」の機能は、以下の通りです。

・システムの提供～初期インストール及び改良版の提供

・利用に関する教育

・利用に関する問い合わせに答える

・ユーザーマニュアルの提供

・必要なデータベースの提供
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 自社開発しているシステムすべてが「ＸＮＥＴサービス」のマーケットと考えていますが、資産運用を中心に、

少しずつサービスを広げていっています。最初のサービス（資産運用のミドル分野）からの足どりは以下の通りで

す。

① ポートフォリオ・マネージメント（ミドル）

 年金ポートフォリオや生・損保の運用現場の業務をサポートします。要因分析やリスク管理などにも対応しま

す。

② バックオフィス業務（バック）

 勘定仕訳、入出金管理、現物管理などを行います。

③ トレーディング（フロント）

 投資家間と証券会社の発注、出来データの交換のみならず、機関投資家内部の各担当者のトレーディング業

務、注文、コンプライアンス、執行分析をサポートします。

④ 融資

 融資業務全般をサポートします。

⑤ ＢＰＯサポートシステム

 Business Process Outsourcing業務をサポートするものです。

⑥ 議決権管理サポートシステム

 投資家の株主総会議案への行動をサポートします。

⑦ Report Manager及びレポート作成サービス

 顧客向報告書作成の支援を行います。

⑧ 顧客支援サービス

 お客様はシステムのトータルコストの削減、合理化を考えられます。そのため、顧客のシステム運用、業務を

サービスとして行っております。

(4）営業体制・サービス体制

① ＸＮＥＴは、顧客リーダーが営業を兼ねると共に、各種紹介を通じて営業を行っています。新規顧客確保の主

なルートは以下の通りです。

ａ．顧客よりの紹介

ｂ．ＮＴＴデータ（グループ）の紹介

ｃ. ビジネスパートナーの紹介

② 以下の２つのルートは、顧客の確保・契約・サポートとも提携先で行うことになります。

ａ．トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社（サービス名称：Reuters T-Wave）

ｂ．ニッセイ情報テクノロジー株式会社（サービス名称：NIT-XNET）
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業内容

議決権の所有
又は

被所有割合（％）
関係内容

（親会社）

株式会社エヌ・テ

ィ・ティ・データ

（注）

東京都江東区 142,520
システムインテグ

レーション事業

 被所有

51.0

ＸＮＥＴサービス

の営業支援のほ

か、情報交換等を

行っている。

   （注） 有価証券報告書を提出しております。

 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

平成26年３月31日現在
 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

    150(14) 35.6 6.7 7,693,018

    （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

   ２．平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含みます。

   ３．当社はXNETサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント情報別の従業員数は示しておりま

     せん。

(2）労働組合の状況

 労働組合は編成されておりませんが、労使関係は良好です。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

 当社はXNETサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント情報別の業績は示しておりません。

① 売上高

 当期は、中核商品である「ＸＮＥＴサービス」の売上高が2,990百万円（前期比4.0％減）となり、機器販売等

も含めた売上高は3,005百万円（前期比4.8％減）となりました。

 「ＸＮＥＴサービス」は、主要顧客である機関投資家のシステム投資抑制などの影響により、前期比減収とな

りました。地域金融機関への営業強化、顧客業務支援の新サービス（ＡＭＯ等）を進めているものの、既存客か

らの売上減少を補うまでには至らず、通期としては4.0％の減収となりました。

 機器販売等の売上高は、15百万円（前期比64.3％減）となりました。

 売上高の内訳は以下の通りです。

品目
第22期 第23期

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 前期比（％）

ＸＮＥＴサービス 3,115 98.7 2,990 99.5 △4.0

機器販売等 42 1.3 15 0.5 △64.3

合計 3,157 100.0 3,005 100.0 △4.8

 

② 営業利益、経常利益、当期純利益

 将来に向けて「ＸＮＥＴサービス」維持・発展のための開発を進めております。その開発コスト等の増加によ

り、売上原価は若干増加しております。販管費はほぼ前年並となりました。

 その結果、営業利益は、売上減収幅に近い、146百万円の減益となりました。

 営業利益464百万円（前期比24.0％減）、経常利益497百万円（前期比21.7％減）、当期純利益295百万円（前

年同期比22.5％減）となりました。

 

(2）キャッシュ・フロー

 当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は1,026百万円（対前期末比147百万円

減）となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りです。

（営業活動におけるキャッシュ・フロー）

 営業活動の結果得られた資金は、460百万円（前期は506百万円の獲得）となりました。前期から減少した要因

は、営業収入の減少によるものです。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

 投資活動の結果使用した資金は、376百万円（前期は165百万円の獲得）となりました。主に投資有価証券の取得

によるものです。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

 財務活動の結果使用した資金は、231百万円（前期は230百万円の使用）で、配当金の支払いによるものです。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

 該当事項はありません。

(2）受注実績

 該当事項はありません。

(3）販売実績

品目
第23期

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

前年同期比（％）

ＸＮＥＴサービス（百万円） 2,990 △4.0

機器販売等（百万円） 15 △64.3

合計（百万円） 3,005 △4.8

    （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

   ２．主要な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先
前事業年度 当事業年度

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

株式会社みずほトラストシ

ステムズ
404 12.8 403 13.4

ニッセイ情報テクノロジー

株式会社
416 13.2 385 12.8

   ３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

   ４．当社はXNETサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント情報別に示しておりません。

 

３【対処すべき課題】

 当社の経営の基本方針は、極めて明確で、「ＸＮＥＴサービス」を推進していくことです。当社は業務に密着し

た、ＩＴサービス企業でありつづけます。

 一方、顧客からみたＩＴコストには、当社が受け取るサービス料、すなわちアプリケーションに関わる費用のほか

に、 

   機器やネットワークに関する費用

   アプリケーションや機器等の運用・運行保守費用

   業務遂行に関わる人的費用

     などがあります。

 顧客から見た場合、当社への費用がアプリケーションの導入・維持費用として如何に効率的でも、トータルコスト

が重要です。

 当社が主体的に、顧客のトータルコストの効率化に積極的に取り組むこと並びに新サービスの導入を通じて顧客サ

ービスの一層の充実を図っていく方針です。具体的にはＮＴＴデータグループを中心としたアライアンスの活用を

行っていきます。 

 グローバルな時代と言われてからすでにかなりの年月が経過しています。 

 当社の担う業務である資産運用の分野においてもお金は簡単に国境を越えていきます。世界の動きが引き続き激し

さを増していく中で、サービスの内容・質の充実を図ることも欠かせないポイントです。具体的に次の時代をリード

する新サービスを創出し、金融インフラとしての業務を担っていく方針です。 

 ＩＴに限らず、アウトソーシングを業務の効率化のキーワードとすることは多くの業務分野で普通に行われるよう

になってきました。その中でサービス企業として競争力を維持発展させていくためには、魅力ある商品の開発と、全

体としての解を提供する企画力・調整力が問われています。その源泉は当社のビジネスにおいては、その人財力にな

ります。資産運用分野はいずれの取組みもスピードも重要なポイントです。ビジネスを通じて、スピード感を持って

人財をどのように鍛えていくのかが一番の課題であります。

 ＮＴＴデータグループの会社として、グループの商品戦略の部分をどのように支援できるか、または担えるかをグ

ループ各社と共同して取り組んでいくことも、引き続き課題と捉えております。 
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４【事業等のリスク】

ＩＴ技術への対応 

 当社の提供するサービス（アプリケーション）は、一定のハードウェア・ＯＳ等での稼動を前提に構築しておりま

す。それらの変更に対応して必要なアプリケーションの改編を常時行いながらサービスを行っております。このため

ハードメーカー、データベース、ＯＳ、ネットワークベンダー等と技術動向の情報収集を行い、当社サービスとして

の一貫性を保ちつつ、当社サービスの開発を行っております。今後共ＩＴ技術の大幅な変更に対して、従来通り対応

していく方針ですが、これらの取組みへの投資額の増大、サービス提供時期の遅延等の発生する可能性があります。

 

システムの不具合の発生 

 当社の提供するアプリケーションに関して、100％不具合が発生しないというサービスを続けることは、現実的に

は出来ません。品質管理担当チームを設置し日頃から社内教育をはじめ、開発会社との協力関係を含め検収作業の精

度を高めるべく努めております。それでも発生するのが不具合ですので、お客様サービス上、損害賠償の可能性、当

社の作業費用増大に関するリスクがあります。尚、現在まで当社の業績に重大な影響を与える事象の発生はございま

せん。

顧客の大半を金融機関が占めている状況 

①業務変更・制度変更による影響

 当社のＸＮＥＴサービスは、これまで金融機関を中心に行っており、新商品導入や制度変更に関しては従来よ

りビジネスの基本と捉え、過去においてこれらの開発等でサービス・インが遅れるといったことはありません。

当社のシステム構造からも当面問題はないように事業をしておりますが、未来永劫リスクがないと言えるもので

はありません。

②同業他社間の再編

 当社の顧客も国内並びにグローバル競争にさらされており、国内にとどまらず海外をも含めて金融機関間の合

併等再編が行われた場合、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。

フルサービス化に伴うリスク 

 フルサービス化に伴い、当社がサーバーを保有し、これをお客様が使うパターンが増加しています。資産運用のフ

ルサービスに関してサーバーの設置場所を東京都品川区に設置しております。この地区において大規模災害が発生し

た場合には使用不能となり、サービスが停止する可能性があります。ただし、サーバーを一ヶ所に設置し二重化して

いないことは、顧客との契約書に明記しています。また、顧客が望む場合バックアップセンターのサービスも実現し

ています。その他のサーバーは長野県松本市に設置していますが、同様なリスクがあります。また、データ等のバッ

クアップテープは別の場所への保存等の対策を講じております。

人材の確保について 

 当社の提供するサービスに関して、サービスの継続さらに今後サービスの質を向上するためにも優秀な人材の確保

が必須条件となっています。ソフトウエアの分野においては、人材が最重要な経営資源と云えます。当社は従来より

通年採用により人材を確保してまいりましたが、競合他社や他業界の雇用動向による影響は排除できません。そのた

め、人材確保難からサービス提供の遅延等が発生するリスクがあります。

知的所有権によるリスク 

 当社は開発するアプリケーションについて知的所有権を当社で保持し、独自のものと認識しています。しかし、当

社の認識外で第三者の知的所有権を侵害する可能性を完全には除去できません。仮にそのような事象が発生した場合

損害賠償や費用の増大が発生する可能性があります。
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情報セキュリティのリスク 

 当社は情報セキュリティポリシーを定め、社員教育の徹底をはじめ、パソコンのセキュリティ管理等情報の取扱い

には細心の注意を払っております。

 このような取組みにもかかわらず情報漏洩が発生した場合、当社の業績の影響並びに当社への信頼を失う可能性が

あります。

事業継続のリスク 

 東日本大震災が発生したことを受けて、危機管理体制の見直しを行い、大規模な災害が発生した場合に備えて、事

業継続プランを作成し、訓練も行っています。しかしながら、一企業のコントロールをも上回る事象が発生した場

合、顧客と合意しているサービスを維持することが困難となり、結果として業績に影響を受ける可能性があります。

  文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 

５【経営上の重要な契約等】

 該当事項はありません。 

 

６【研究開発活動】

 該当事項はありません。

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

当事業年度の経営成績の分析 

 当事業年度の経営成績は、中核商品である「ＸＮＥＴサービス」及び機器販売等を含めた売上高は4.0％減少しま

した。

 利益については、営業利益464百万円（前期比24.0％減）、経常利益497百万円（前期比21.7％減）と減益となりま

した。

 売上高減少による影響がある中で、売上原価及び販売管理費の削減効果により、収益性については売上高営業利益

率15.5％、売上高経常利益率16.6％と引き続き高水準を維持しております。

 当期純利益は、295百万円（前年同期比22.5％減）となりました。

経営戦略の現状と見通し 

 中核となる金融機関の資産運用向け分野については、NTTデータ並びにNTTデータグループ各社との協力関係を構築

し、さらに顧客の拡大に注力していきます。業務範囲の拡大に関しては、お客様のITコストに対してトータルソリュ

ーションを提案することと捉えております。従来のアプリケーションアウトソーシングから、クラウド・コンピュー

ティング、AMO（Application Management Outsourcing）、BPO（Business Process Outsourcing）を含めて顧客への

サービスの充実を推進していきます。

当事業年度の財政状態について 

 創業時を除いて、有利子負債がゼロと無借金経営を続けております。その結果、当事業年度の自己資本比率は

90.6％となり、財務体質の健全性は引き続き高い水準にあります。今後もこの傾向を変えず、自己資本の範囲内での

投資を考え、無借金経営を続けていくつもりです。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

 該当事項はありません。

 

２【主要な設備の状況】

平成26年３月31日現在
 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
（名） 建物 

（千円） 
工具、器具及び備品 

（千円） 
合計 

（千円） 

本社 

（東京都新宿区） 

通信・電源設備及びサ

ーバ・ＰＣ等 
9,734 12,980 22,715 150（14） 

   （注）１．従業員数の（ ）は、臨時雇用者数平均を外書しております。

      ２．当社はXNETサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別情報は示しておりません。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

 該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,476,800

計 16,476,800

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成26年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年６月26日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,130,800 4,130,800 東京証券取引所 第一部
単元株式数

100株

計 4,130,800 4,130,800 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高

（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年

10月１日

（注）

4,089,492 4,130,800 － 783,200 － 1,461,260

（注）  株式分割（１：100）によるものであります。
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（６）【所有者別状況】

平成26年３月31日現在
 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満
株式の状
況（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 金融商品 
取引業者 

その他の
法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 16 20 18 22 4 2,609 2,689 － 

所有株式数 

（単元） 
－ 1,747 348 21,184 837 55 17,132 41,303 500 

所有株式数の

割合（％） 
－ 4.22 0.84 51.28 2.02 0.13 41.47 100 － 

 

（７）【大株主の状況】

    平成26年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

データ 
東京都江東区豊洲３－３－３ 2,106,700 51.0 

小林 親一 東京都北区 179,300 4.3 

吉川 征治 東京都千代田区 123,900 3.0 

渡邊 久和 東京都港区 123,900 3.0 

シージーエムエル ピービ― 

クライアント アカウント/コ

ラテラル（常任代理人 シテ

ィバンク銀行株式会社） 

CITIGROUP CENTRE, CANADA 

SQUARE, CANARY WHARF, LONDON 

E14 5LB  

（東京都品川区東品川２-３-14） 

64,400 1.6 

鈴木 邦生 神奈川県横浜市戸塚区 55,500 1.3 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口）  
東京都中央区晴海１-８-11 44,500 1.1 

村上 重昭 三重県津市 29,200 0.7 

茂谷 武彦 東京都渋谷区 28,200 0.7 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口）  
東京都港区浜松町２-11-３ 23,000 0.6 

計 － 2,778,600 67.3 

    （注）日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社

             （信託口）の所有株式は信託業務に係わる株式であります。
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,130,300 41,303

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

単元未満株式 普通株式       500 － －

発行済株式総数 4,130,800 － －

総株主の議決権 － 41,303 －

 

②【自己株式等】

     該当事項はありません。

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

 該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。
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３【配当政策】

 当社は、安定的な経営基盤の確保と株主利益の向上を重要な経営政策と考えており、今後も積極的に利益還元をし

ていく方針です。

 当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配

当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

 当事業年度の配当につきましては、上記の方針に基づき１株当たり56円の配当（うち中間配当28円）を実施するこ

とに決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は78.4％となりました。内部留保資金につきましては、将来の

資金需要に充当する予定であります。

 当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定

めております。

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

平成25年10月25日

取締役会決議
115 2,800

平成26年６月26日

定時株主総会決議（注）
115 28

（注）平成25年10月１日付で実施した株式分割（１:100）を考慮した値となります。

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月

最高（円） 141,700 143,500 129,000 141,400
148,200

※1,419

最低（円） 122,200 105,600 110,500 113,200
126,600

※1,320

      （注）１．最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

         ２．※印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成25年10月 平成25年11月 平成25年12月 平成26年１月 平成26年２月 平成26年３月

最高（円） 1,388 1,390 1,390 1,419 1,384 1,390

最低（円） 1,328 1,321 1,351 1,367 1,324 1,320

      （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
（株） 

代表取締役社

長 
  茂谷 武彦 昭和37年２月27日生 

 
昭和59年４月 野村證券株式会社入社 

平成４年３月 株式会社エックスネット入社 

平成12年８月 当社執行役員就任 

平成15年６月 当社取締役 

平成25年６月 

平成26年６月 

当社常務取締役 

当社代表取締役社長（就任・現

任） 
 

(注)３ 28,200 

代表取締役副

社長 
  寺山 和久 昭和25年４月５日生 

 
 昭和48年４月 日本電信電話公社入社 

昭和63年７月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株

式会社（現株式会社エヌ・ティ・

ティ・データ） 

金融ビジネス事業担当部長 

平成15年４月 エヌ・ティ・ティ・データ・シス

テム技術株式会社 資金証券シス

テム事業部長 

平成15年６月 同社 取締役 資金証券システム

事業部長 

平成21年６月 当社代表取締役副社長（就任・現

任） 
 

(注)３ － 

常務取締役   坂本 洋介 昭和34年８月19日生 

 
昭和59年４月 ヤマト運輸株式会社入社 

昭和62年９月 八木短資株式会社（現上田八木短

資株式会社）入社 

昭和63年10月 株式会社共同通信社入社 

平成３年５月 ＳＧウォーバーグ東京支店 

（現UBS証券株式会社）入社 

平成６年３月 株式会社エックスネット入社 

平成12年８月 当社執行役員就任 

平成15年６月 当社取締役 

平成25年６月 当社常務取締役（就任・現任） 
 

(注)３ 22,500 

取締役   新島 毅 昭和47年８月11日生 

 
平成８年４月 株式会社千葉興業銀行入社 

平成14年５月 株式会社エックスネット入社 

平成21年６月 第二金融サービス本部 

チーフマネジャー 

平成24年６月 

平成26年６月 

当社執行役員就任 

当社取締役（就任・現任） 
 

(注)３ － 

取締役   鈴木 邦生 昭和28年２月14日生 

 
昭和52年４月 株式会社野村総合研究所入社 

平成６年１月 株式会社エックスネット入社 

平成12年８月 当社執行役員就任 

平成14年６月 当社取締役 

平成17年４月 当社常務取締役 

平成18年６月 

平成26年６月 

当社代表取締役社長 

当社取締役（就任・現任） 
 

(注)３ 55,500 

取締役   池野 元就 昭和43年10月５日生 

 
平成３年４月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株

式会社（現株式会社エヌ・ティ・

ティ・データ）入社 

平成25年４月 株式会社エヌ・ティ・ティ・デー

タ 第二金融事業本部 シニア・

スペシャリスト 企画部グループ

事業推進担当（現任） 

平成26年６月 当社取締役(就任・現任） 
 

(注)３ － 

取締役   松原 久善 昭和40年５月22日生 

 
平成19年11月 株式会社エヌ・ティ・ティ・デー

タ入社 

平成26年４月 同社 第二金融事業本部第二バン

キング統括部 部長（現任） 

平成26年６月 当社取締役（就任・現任） 
 

(注)３ － 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
（株） 

取締役   鈴木 良和 昭和49年５月21日生 

 
平成11年４月 株式会社エヌ・ティ・ティ・デー

タ入社 

平成26年４月 同社 第二金融事業本部金融ソリ

ューション事業部 第一ソリュー

ション統括部 部長（現任） 

平成26年６月 当社取締役（就任・現任） 
 

(注)３ － 

取締役   安藤 哲也 昭和45年４月３日生 

 
平成６年４月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株

式会社（現株式会社エヌ・ティ・

ティ・データ）入社 

平成22年４月 株式会社エヌ・ティ・ティ・デー

タ 第一金融事業本部金融グロー

バルITサービス事業部 課長（現

任） 

平成26年６月 当社取締役（就任・現任） 
 

(注)３ － 

監査役 

（常勤） 
  堰合 昭夫 昭和25年６月14日生 

 
昭和50年４月 日本電信電話公社入社 

平成１年７月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株

式会社（現株式会社エヌ・ティ・

ティ・データ） 総務部担当部長 

平成14年７月 東京エヌ・ティ・ティデータ通信

システムズ株式会社 取締役経営

企画部長 

平成16年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・デー

タシステムデザイン 代表取締役

社長 

平成20年６月 エヌ・ティ・ティデータソフィア

株式会社 常務取締役 経営企画

本部長 

平成24年６月 当社監査役（就任・現任） 
 

(注)４ － 

監査役 

 
  大橋 孝郎 昭和18年３月11日生 

 
昭和40年４月 興亜火災海上保険株式会社入社 

昭和61年10月 興亜火災投資顧問株式会社 常務

取締役 

昭和62年４月 同社 代表取締役 

平成15年７月 ムーンライトキャピタル株式会社

取締役 

平成20年12月 同社 顧問 

平成21年４月 同社 退職 

平成23年６月 当社監査役（就任・現任） 
 

(注)４ － 

監査役   明田 雅昭 昭和26年11月23日生 

 
昭和52年４月 株式会社野村総合研究所入社 

平成12年６月 野村ファンド・リサーチ・アン

ド・テクノロジー株式会社 常務

取締役 

平成19年１月 同社 常務執行役 

平成21年４月 同社 参事 

平成21年５月 青葉ナレッジ・コンサルティング

代表（現任） 

平成21年９月 明治大学商学部講師 

平成22年４月 武蔵大学経済学部講師（現任） 

平成23年６月 当社監査役（就任・現任） 

平成24年９月 中央大学専門職大学院国際会計研

究科 特任教授（現任） 
 

(注)４ － 

        計   106,200 

  （注）１．取締役池野元就、松原久善、鈴木良和及び安藤哲也は、社外取締役であります。

     ２．監査役全員は、社外監査役であります。

 ３．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

 ４．平成24年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

 当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、株主に対し経営の透明性、公正な経営

を実現することを最優先に考えております。

① 企業統治の体制の概要

  当社は監査役設置会社であります。

  また、取締役関係は以下のとおりであります。

   取締役会の議長：社長

   取締役の人数：９名

   社外取締役の選任状況：選任している

② 企業統治の体制を採用する理由

 社外チェックからの観点では、監査役３名全員が社外監査役（うち独立役員２名）であります。さらに社外取締

役を４名選任し、経営に対する監視機能を一層強化しております。これらの体制により、監査役設置会社として十

分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。

③ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

イ．会社の機関の基本説明

 当社は監査役制度を採用しております。監査役（会）は、取締役の業務執行について、厳正な監視を行って

おります。又、監査役３名全員が社外監査役であり、その全てが就任前に当社の役員又は使用人になったこと

のない者であります。監査役全員は当社との利害関係はありません。監査機関として、より客観的な機能を果

たしております。

 取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状

況を監督する機関と位置付けています。コーポレート・ガバナンス体制の充実のため、取締役の経営責任を明

確にし、経営環境の変化に対応して最適な経営体制を機動的に構築するため、平成16年６月定時株主総会にお

いて、取締役の任期を２年から１年に短縮しております。

 法令遵守につきましては、必要な時に社外の有識者（弁護士、公認会計士等）に確認し、経営の法律面から

のチェック機能が働くようにしております。

ロ．経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

 

ハ．内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

 内部監査については、以下に掲げる会社の特殊性及び規模を考慮した運用を行っている。

(a)  役員、社員は現金を取扱わない。

(b)  経理、事務処理は別会社に委託している。
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(c)  社員数が160名前後、１個所、１フロアのオフィスで、役員が十分管理可能である。

(d)  当社のほぼすべての顧客サービスは、長期の契約に基づく継続かつ月々の定額サービスである。

(e)  社内のネットワークとインターネットやメールのネットワーク及び、外部のネットワークとは、接続で

きないように管理されている。

(f)  ほぼすべての社内業務は社内ネットワークを経由する伝票で行われ、社長以下監査役も含めた役員相互

で伝票内容を社内ネットワークで確認可能である。

    監査役監査については常勤監査役が中心となり取締役会にはすべて出席し、取締役の職務執行を充分に

  監視できる体制となっております。

    会計監査については有限責任 あずさ監査法人を選任しております。監査業務が期末に偏ることなく、

  会計期間を通じて監査を実施できるように適時に会計資料及びコンピュータデータを提供し、適切かつ効

  率的な監査に必要な環境を整備しております。

    監査役及び会計監査人は年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交

  換を行うことで相互の連携を高めております。

(g)  当社における内部統制部門（管理部門、契約請求部門等）は、必要に応じて、内部監査、監査役監査及

び会計監査時に監査担当者及び会計監査人への説明や意見交換などを行っております。

    なお、常勤監査役堰合昭夫、監査役大橋孝郎、監査役明田雅昭は企業経営について経験豊富で広範な知

  識を持っております。 

 

④ 責任限定契約の内容の概要

 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。

⑤ リスク管理体制の整備の状況

 内部情報の管理責任者として、社長の任命により、情報開示担当役員（当社ではコンプライアンス・オフィサー

といいます）を定めております。役職員は、重要事実が発生した場合、速やかにコンプライアンス・オフィサーに

報告するとともに、情報の社内外へ漏洩防止に努めております。コンプライアンス・オフィサーは、社長その他必

要と認めた者と「業務等に関する重要事実」への該当の可否を協議いたします。「業務等に関する重要事実」に該

当すると判断された情報について、これ以降コンプライアンス・オフィサーの一元管理のもと、漏洩防止の指示を

行い、適切な時期及び方法により公表いたします。

⑥ インサイダー取引防止策

 当社は、「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、内部情報の管理及び役職員の自社株式等の売買に関する

行動基準を定め、同規程を含めた主要規程の説明会の開催等の機会において、その内容の周知徹底を図ることによ

り役職員のインサイダー取引の未然防止に努めております。

⑦ 役員報酬等の内容

イ．取締役及び監査役に支払った報酬

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（人）基本報酬 賞与

取締役（社外取締役を

除く。）
152,472 135,631 16,841 5

監査役（社外役員） 19,680  19,680 － 3

合 計 172,152 155,311 16,841 8

（注）１．報酬限度額  取締役：年額 500,000千円

監査役：年額 100,000千円

   ２．当事業年度末現在の取締役は９名（うち社外取締役４名）、監査役は３名（うち社外監査役３名）で

あります。上記の取締役の支給人員と相違しておりますのは、無報酬の社外取締役が４名在任してい

るためであります。

 

ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

  当社は業績連動型報酬制度を導入しております。
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⑧ 社外取締役及び社外監査役

 当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

 このうち社外取締役である池野元就氏、松原久善氏、鈴木良和氏及び安藤哲也氏は当社の親会社である株式会

社エヌ・ティ・ティ・データの社員であります。同社と当社との資本取引につきましては、同社は当社株式

2,106,700株を所有しております。また、資金の預託及びグループ運営費の支払い等の取引関係があります。社

外監査役堰合昭夫氏は、同社の出身であります。社外監査役大橋孝郎氏、明田雅昭氏は人的関係、資本的関係又

は取引関係その他の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員とし

て選任しております。

 当社は社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割を、「親会社によるグループガバナ

ンスを有効に機能させるとともに、親会社とは独立した企業としてガバナンスの有効性を図ること」と考えてお

ります。

 ４名の社外取締役については、親会社において当社を所管する部門の重要な役職を務めており、当社の経営に

係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。

 ３名の社外監査役については、大手企業の重職を務める経験を有し、企業経営を統治する十分な見識を有して

おられることから、グループガバナンスとは別の観点から当社監視体制の強化を実行していただけるものと判断

し選任しております。

 これらから現状の企業の規模、事業形態を鑑み、社外取締役及び社外監査役の選任状況は適切と考えておりま

す。

 なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する明文化された基準は定めておりませんが、選任にあたって

は、経歴や当社との取引関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる

十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 また、当社における内部統制部門（管理部門、契約請求部門等）は、主に取締役会、監査役会を通して社外取

締役及び社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。

 

⑨ 株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

１銘柄   46千円

 

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

 該当事項はありません。

 

当事業年度

 該当事項はありません。

⑩ 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名 継続監査年数（注）

指定有限責任社員 業務執行社員 森本 泰行 有限責任 あずさ監査法人 －

指定有限責任社員 業務執行社員 梅谷 哲史 有限責任 あずさ監査法人 －

（注）継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士  ２名  他  ３名

⑪ 取締役の定数

 当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。

⑫ 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によら

ない旨も定款に定めております。
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⑬ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするもの

であります。

⑭ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項及び理由

イ．自己株式の取得

 会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に

定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。

ロ．取締役の責任免除

 当社は、取締役（取締役であった者を含む。）の会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過

失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができ

る旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できる

ようにするためであります。

ハ．監査役の責任免除

 当社は、監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過

失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができ

る旨定款に定めております。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できる

ようにするためであります。

ニ．中間配当

 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によ

って毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

 

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

19,500 － 19,500 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

（前事業年度）

 該当事項はありません。

（当事業年度）

 該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前事業年度）

 該当事項はありません。

（当事業年度）

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査に要する業 

務時間等を基準とし、監査役会の同意を経た上で報酬額を決定しております。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

 なお、当事業年度（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年９月21日内閣府令第

61号）附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成25年４月１日から平成26年３月31日

まで）の財務諸表について有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 

 

３．連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 

 

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

 当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には会計基準等の内容を適

切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。

 また、公益財団法人財務会計基準機構の行う有価証券報告書等作成時の留意点に関するセミナー等に参加しており

ます。
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

    (単位：千円) 

  前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当事業年度 
(平成26年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,116,179 1,226,843 

売掛金 122,590 104,775 

商品及び製品 73 - 

仕掛品 1,777 9,660 

前払費用 15,547 15,553 

繰延税金資産 44,740 33,190 

関係会社預け金 ※１ 1,748,303 ※１ 1,957,168 

その他 6,654 9,394 

貸倒引当金 △7,497 △136 

流動資産合計 4,048,368 3,356,448 

固定資産    

有形固定資産    

建物 25,993 25,921 

減価償却累計額 △14,218 △16,186 

建物（純額） 11,774 9,734 

工具、器具及び備品 149,306 146,671 

減価償却累計額 △133,922 △133,690 

工具、器具及び備品（純額） 15,384 12,980 

有形固定資産合計 27,159 22,715 

無形固定資産    

ソフトウエア 478,826 581,639 

ソフトウエア仮勘定 252,240 359,544 

電話加入権 993 993 

無形固定資産合計 732,059 942,176 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,233,629 1,634,916 

敷金及び保証金 150,532 150,532 

繰延税金資産 94,560 106,730 

破産更生債権等 - 7,275 

貸倒引当金 - △7,275 

投資その他の資産合計 1,478,721 1,892,178 

固定資産合計 2,237,940 2,857,070 

資産合計 6,286,308 6,213,519 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成25年３月31日) 
当事業年度 

(平成26年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 2,373 552 

未払金 239,621 122,736 

未払費用 41,965 28,557 

未払法人税等 95,671 85,009 

未払消費税等 4,285 6,466 

前受金 630 630 

預り金 24,075 12,866 

賞与引当金 79,398 67,826 

その他 149 167 

流動負債合計 488,169 324,811 

固定負債    

退職給付引当金 230,369 257,077 

資産除去債務 1,988 2,034 

固定負債合計 232,357 259,112 

負債合計 720,526 583,923 

純資産の部    

株主資本    

資本金 783,200 783,200 

資本剰余金    

資本準備金 1,461,260 1,461,260 

資本剰余金合計 1,461,260 1,461,260 

利益剰余金    

利益準備金 17,397 17,397 

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金 3,303,924 3,367,738 

利益剰余金合計 3,321,322 3,385,135 

株主資本合計 5,565,782 5,629,595 

純資産合計 5,565,782 5,629,595 

負債純資産合計 6,286,308 6,213,519 
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②【損益計算書】

    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

売上高    

役務収益 3,115,025 2,990,239 

商品売上高 42,194 15,053 

売上高合計 3,157,219 3,005,292 

売上原価    

役務原価 2,135,511 2,157,994 

商品売上原価    

商品期首たな卸高 319 73 

当期商品仕入高 35,703 10,714 

合計 36,022 10,788 

商品期末たな卸高 73 - 

商品売上原価 35,948 10,788 

売上原価合計 2,171,459 2,168,783 

売上総利益 985,760 836,509 

販売費及び一般管理費    

業務委託費 34,130 32,989 

給料及び手当 222,439 209,193 

賞与引当金繰入額 2,786 2,464 

退職給付費用 10,828 9,388 

法定福利費 8,343 7,667 

賃借料 10,998 11,917 

支払手数料 46,269 64,354 

貸倒引当金繰入額 3,710 △85 

租税公課 18,839 18,068 

その他 15,938 15,612 

販売費及び一般管理費合計 374,286 371,571 

営業利益 611,473 464,938 

営業外収益    

受取利息 8,610 ※１ 7,590 

有価証券利息 13,923 15,171 

貸倒引当金戻入額 1,024 - 

違約金収入 - 9,601 

雑収入 480 495 

営業外収益合計 24,039 32,859 

経常利益 635,512 497,798 

特別損失    

投資有価証券評価損 154 - 

固定資産除却損 - 180 

特別損失合計 154 180 

税引前当期純利益 635,358 497,618 

法人税、住民税及び事業税 258,900 203,100 

法人税等調整額 △4,460 △620 

法人税等合計 254,440 202,480 

当期純利益 380,918 295,138 
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役務原価明細書

   

前事業年度

（自 平成24年４月１日

  至 平成25年３月31日）

当事業年度

（自 平成25年４月１日

  至 平成26年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（%）
金額（千円）

構成比

（%）

Ⅰ 労務費

Ⅱ 外注費

Ⅲ 経費

 １ 賃借料

 ２ 減価償却費

 ３ その他

 

 

 

 

113,370

196,716

104,488

1,296,118

424,817

 

 

 

414,574

60.7

19.9

 

 

 

19.4

 

 

 

121,784

205,886

114,740

1,215,447

500,135

 

 

 

442,412

56.3

23.2

 

 

 

20.5

      当期役務原価     2,135,511 100.0   2,157,994 100.0

     （注） 原価計算方法は、個別原価計算による実際原価計算です。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

            (単位：千円) 

  株主資本 

純資産合計 
 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計  
資本準備金 利益準備金 

その他利益剰余
金 

利益剰余金合計 
  繰越利益剰余金 

当期首残高 783,200 1,461,260 17,397 3,154,331 3,171,728 5,416,188 5,416,188 

当期変動額              

剰余金の配当       △231,324 △231,324 △231,324 △231,324 

当期純利益       380,918 380,918 380,918 380,918 

当期変動額合計 － － － 149,593 149,593 149,593 149,593 

当期末残高 783,200 1,461,260 17,397 3,303,924 3,321,322 5,565,782 5,565,782 

 

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

            (単位：千円) 

  株主資本 

純資産合計 
  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計   
資本準備金 利益準備金 

その他利益剰余
金 

利益剰余金合計 
  繰越利益剰余金 

当期首残高 783,200 1,461,260 17,397 3,303,924 3,321,322 5,565,782 5,565,782 

当期変動額               

剰余金の配当       △231,324 △231,324 △231,324 △231,324 

当期純利益       295,138 295,138 295,138 295,138 

当期変動額合計 － － － 63,813 63,813 63,813 63,813 

当期末残高 783,200 1,461,260 17,397 3,367,738 3,385,135 5,629,595 5,629,595 
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④【キャッシュ・フロー計算書】

    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

営業収入 3,172,398 3,015,831 

原材料又は商品の仕入れによる支出 △44,313 △12,535 

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,802 2,180 

人件費の支出 △1,502,566 △1,466,407 

その他の営業支出 △803,723 △907,826 

小計 809,993 631,241 

利息及び配当金の受取額 22,641 32,812 

違約金の受取額 - 9,601 

法人税等の支払額 △326,103 △213,338 

営業活動によるキャッシュ・フロー 506,531 460,317 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △5,432 △7,990 

無形固定資産の取得による支出 △304,054 △487,594 

投資有価証券の取得による支出 △422,670 △813,730 

投資有価証券の償還による収入 300,000 400,000 

定期預金の預入による支出 △1,705,259 △400,000 

定期預金の払戻による収入 3,107,894 1,141,962 

関係会社預け金の預入による支出 △904,891 △208,864 

関係会社預け金の払戻による収入 100,000 - 

投資活動によるキャッシュ・フロー 165,586 △376,218 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

配当金の支払額 △230,987 △231,473 

財務活動によるキャッシュ・フロー △230,987 △231,473 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － - 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 441,129 △147,374 

現金及び現金同等物の期首残高 733,087 1,174,217 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,174,217 ※１ 1,026,843 
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式

 移動平均法による原価法を採用しております。

(2）満期保有目的の債券

 償却原価法（定額法）を採用しております。

(3）その他有価証券

 時価のあるもの

 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しております。

 時価のないもの

 移動平均法による原価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

 建物（付属設備）並びに、工具、器具及び備品については、定率法によっております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物（付属設備）

８～15年

工具、器具及び備品

４～６年

(2）無形固定資産

 自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用し

ております。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

 従業員の賞与の支出に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

(3）退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己

都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

４．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
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（表示方法の変更）

 財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略

しております。

 

（貸借対照表関係）

※１ 「関係会社預け金」は、グループキャッシュマネジメントシステムによる、㈱エヌ・ティ・ティ・デー

   タへの預け金であります。

 

（損益計算書関係）

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 

   
前事業年度

（自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日）

当事業年度
（自  平成25年４月１日
至  平成26年３月31日）

  関係会社からの受取利息 － 7,206千円 

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式        

普通株式 41,308 － － 41,308

合計 41,308 － － 41,308

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成24年６月27日

定時株主総会
普通株式 115,662 2,800 平成24年３月31日 平成24年６月28日

平成24年10月26日

取締役会
普通株式 115,662 2,800 平成24年９月30日 平成24年12月３日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議
株式の
種類

配当金の
総額

（千円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成25年６月26日

定時株主総会

普通

株式
115,662 利益剰余金 2,800 平成25年３月31日 平成25年６月27日

 

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式        

普通株式 41,308 4,089,492 － 4,130,800

合計 41,308 4,089,492 － 4,130,800

（注）当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。

   発行済株式数の増加は、当該株式分割によるものであります。
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２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成25年６月26日

定時株主総会
普通株式 115,662 2,800 平成25年３月31日 平成25年６月27日

平成25年10月25日

取締役会
普通株式 115,662 2,800 平成25年９月30日 平成25年12月２日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議
株式の
種類

配当金の
総額

（千円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成26年６月26日

定時株主総会

普通

株式
115,662 利益剰余金 28 平成26年３月31日 平成26年６月27日

（注）平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

     ※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

   
前事業年度

（自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日）

当事業年度
（自  平成25年４月１日
至  平成26年３月31日）

  現金及び預金勘定 2,116,179千円 1,226,843千円

  預入期間が３ケ月を超える定期預金 △941,962 △200,000

  現金及び現金同等物 1,174,217 1,026,843

 

 

（リース取引関係）

該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

 投機的な取引は行いません。また、設備投資も自己資本の範囲内で行い、新たな資金調達は行わない

方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

 営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

 投資有価証券は、主に満期保有目的の債券であり、市場価格リスクに晒されております。

 営業債務である買掛金はそのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係わるリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係わるリスク）の管理

  営業債権については、経理規程に従い、請求担当部門が取引先の状況を常にモニタリングし、取引

 相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減

 を図っております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

  外貨建金融商品は保有していないため、為替変動リスクはありません。

  投資有価証券については、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しており

 ます。
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（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

前事業年度（平成25年３月31日）

 
 貸借対照表計上額

（千円）
 時価（千円）  差額（千円）

（1）現金及び預金 2,116,179 2,116,179 －

（2）売掛金 122,590 122,590 －

（3）関係会社預け金 1,748,303 1,748,303 －

（4）投資有価証券 1,233,582 1,234,407 824

資産計 5,220,655 5,221,480 824

（1）買掛金 2,373 2,373 －

（2）未払金 239,621 239,621 －

（3）未払法人税等 95,671 95,671 －

（4）未払消費税等 4,285 4,285 －

負債計 341,951 341,951 －

 

当事業年度（平成26年３月31日）

 
 貸借対照表計上額

（千円）
 時価（千円）  差額（千円）

（1）現金及び預金 1,226,843 1,226,843 －

（2）売掛金 104,775 104,775 －

（3）関係会社預け金 1,957,168 1,957,168 －

（4）投資有価証券 1,634,869 1,636,653 1,783

資産計 4,923,656 4,925,439 1,783

（1）買掛金 552 552 －

（2）未払金 122,736 122,736 －

（3）未払法人税等 85,009 85,009 －

（4）未払消費税等 6,466 6,466 －

負債計 214,763 214,763 －

  （注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

          資 産

  （1）現金及び預金、（2）売掛金、（3）関係会社預け金

    これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

   価額によっております。

  （4）投資有価証券

    投資有価証券は債券であり、取引金融機関等から提示された価格によっております。

    また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご

   参照ください。
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       負 債

  （1）買掛金、（2）未払金、（3）未払法人税等、（4）未払消費税等

    これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

   価額によっております。

     ２．時価を評価することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）
 

区分
前事業年度

（平成25年３月31日）
当事業年度

（平成26年３月31日）

非上場株式 46 46

   非上場株式については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること

  から（4）投資有価証券には含めておりません。また、敷金及び保証金（貸借対照表計上額

  150,532千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ

  ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。

 

     ３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       前事業年度（平成25年３月31日）

 
１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金及び預金 2,116,179 － － －

売掛金 122,590 － － －

関係会社預け金 1,748,303 － － －

投資有価証券        

満期保有目的の債券        

社債 － 100,000 1,000,000 100,000

 合計 3,987,073 100,000 1,000,000 100,000

 

       当事業年度（平成26年３月31日）

 
１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金及び預金 1,226,843 － － －

売掛金 104,775 － － －

関係会社預け金 1,957,168 － － －

投資有価証券        

満期保有目的の債券        

社債 － 400,000 1,100,000 100,000

 合計 3,288,786 400,000 1,100,000 100,000

（注）破産更生債権等7,275千円は、償還予定額が見込めないため、記載しておりません。
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（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

  前事業年度（平成25年３月31日）

  種類
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

時価が貸借対照表計上

額を超えるもの

（1）国債・地方債等 － － －

（2）社債 503,722 513,287 9,564

（3）その他 － － －

小計 503,722 513,287 9,564

時価が貸借対照表計上

額を超えないもの

（1）国債・地方債等 － － －

（2）社債 729,860 721,120 △8,740

（3）その他 － － －

小計 729,860 721,120 △8,740

合計 1,233,582 1,234,407 824

 

  当事業年度（平成26年３月31日）

  種類
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

時価が貸借対照表計上

額を超えるもの

（1）国債・地方債等 － － －

（2）社債 827,077 837,433 10,355

（3）その他 － － －

小計 827,077 837,433 10,355

時価が貸借対照表計上

額を超えないもの

（1）国債・地方債等 － － －

（2）社債 807,792 799,220 △8,572

（3）その他 － － －

小計 807,792 799,220 △8,572

合計 1,634,869 1,636,653 1,783

 

２．その他有価証券

  前事業年度（平成25年３月31日）

    非上場株式（貸借対照表計上額46千円）については市場価格がなく、時価を把握することが極めて

   困難であると認められることから、記載しておりません。

 

  当事業年度（平成26年３月31日）

    非上場株式（貸借対照表計上額46千円）については市場価格がなく、時価を把握することが極めて

   困難であると認められることから、記載しておりません。
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３．減損処理を行った有価証券

  前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

   当事業年度において、その他有価証券（非上場株式）について、154千円の減損処理を行っております。

   なお、減損処理にあたっては、当該有価証券の実質価額が取得原価に比べ50％以上下落した場合は、有価

  証券の実質価額が著しく下落したと判断し、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減

  損処理を行っております。

 

  当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

   該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（平成25年３月31日）

 該当事項はありません。

 

当事業年度（平成26年３月31日）

 該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けるほか、総合設立方式の全国情報サービス産業厚

生年金基金制度に加入しております。

２．全国情報サービス産業厚生年金基金制度に関する事項

（1）制度全体の積立状況に関する事項（平成24年３月31日現在）
 

年金資産の額 464,030,095千円

年金財政計算上の給付債務の額 515,392,120千円

差引額 △51,362,024千円

 

（2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）

0.14％

 

（3）補足説明

 上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の繰越不足金であります。

３．退職給付債務に関する事項（平成25年３月31日現在）

退職給付債務の算定は、簡便法によっております。
 

退職給付債務 230,369千円

退職給付引当金 230,369千円

 

４．退職給付費用に関する事項（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

退職給付費用の算定は、簡便法によっております。
 

退職給付費用 155,560千円

（注）退職給付費用には、厚生年金基金への拠出額を含めております。

５．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。

 

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けるほか、総合設立方式の全国情報サービス産業厚

生年金基金制度に加入しております。

 このうち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠

出制度と同様に会計処理しております。

２．全国情報サービス産業厚生年金基金制度に関する事項

（1）制度全体の積立状況に関する事項（平成25年３月31日現在）
 

年金資産の額 546,504,832千円

年金財政計算上の給付債務の額 573,792,310千円

差引額 △27,287,477千円

 

（2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）

0.14％

 

（3）補足説明

 上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の繰越不足金であります。
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３．退職給付債務に関する事項（平成26年３月31日現在）

退職給付債務の算定は、簡便法によっております。
 

退職給付債務 257,077千円

退職給付引当金 257,077千円

 

４．退職給付費用に関する事項（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

退職給付費用の算定は、簡便法によっております。
 

退職給付費用 149,790千円

（注）退職給付費用には、厚生年金基金への拠出額を含めております。

５．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。

 

（ストック・オプション等関係）

 該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）
 

 
前事業年度

（平成25年３月31日）
 

当事業年度
（平成26年３月31日）

繰延税金資産              

未払事業税否認   9,570       6,900  

未払事業所税否認   1,770       1,640  

賞与引当金   30,180       24,170  

退職給付引当金   82,100       91,620  

ソフトウェア仮勘定   10,270       10,270  

資産除去債務   710       720  

その他   4,990       4,840  

繰延税金資産合計   139,590       140,160  

繰延税金負債              

資産除去債務に対応する除去費用   290       240  

繰延税金負債合計   290       240  

繰延税金資産の純額   139,300       139,920  

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（単位：％）
 

 
前事業年度

（平成25年３月31日）
 

当事業年度
（平成26年３月31日）

法定実効税率   38.0       38.0  

（調整）              

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
  0.3       0.4  

住民税均等割等   0.3       0.5  

役員賞与   1.4       1.3  

税率変更による期末繰延税金資産

の減額修正
  －       0.4  

その他   0.0       0.1  

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
  40.0       40.7  

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年

４月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金

資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実行税率は、平成26年４月1日に開始する事業年度に解消が見込

まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。この税率変更により、繰延税金資産の金額

は、2,210千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
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（持分法損益等）

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

 関連会社を有していないため、該当事項はありません。

 

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

 関連会社を有していないため、該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

 （1）当該資産除去債務の概要

   住友不動産四谷ビルの不動産貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 （2）当該資産除去債務の金額の算定方法

   使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は2.3％を使用して資産除去債務の金額を計算しておりま

   す。

 （3）当該資産除去債務の総額の増減

 
前事業年度

（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

当事業年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

期首残高 1,943千円 1,988千円

時の経過による調整額 44 45

期末残高 1,988 2,034
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

      当社は、XNETサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

【関連情報】

前事業年度（自  平成24年４月１日   至  平成25年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

 単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省

略しております。 

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

  本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。 

 

(2）有形固定資産

  本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記

 載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

  （単位：千円）

顧客の氏名又は名称 売上高 関連するセグメント名

ニッセイ情報テクノロジー株式

会社
416,828 XNETサービス事業

株式会社みずほトラストシステ

ムズ
404,411 XNETサービス事業

（注）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

当事業年度（自  平成25年４月１日   至  平成26年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

 単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省

略しております。 

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

  本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。 

 

(2）有形固定資産

  本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記

 載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

  （単位：千円）

顧客の氏名又は名称 売上高 関連するセグメント名

株式会社みずほトラストシステ

ムズ
403,502 XNETサービス事業

ニッセイ情報テクノロジー株式

会社
385,909 XNETサービス事業

（注）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

 １．関連当事者との取引 

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

前事業年度 （自 平成24年４月１日  至 平成25年３月31日） 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 
所在地 

資本金又は 

出資金（千円） 

事業の内容 

又は職業 

議決権等の所有 

（被所有）割合（%） 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

親会社 
㈱エヌ・ティ・

ティ・データ 
東京都江東区 142,520,000 

システムインテグ

レーション事業 

（被所有） 

直接 51.0 
役員の兼任等 資金の預託 

預入 804,891 関係会社 

預け金 
1,748,303 

受取利息 4,891 

 

当事業年度 （自 平成25年４月１日  至 平成26年３月31日） 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 
所在地 

資本金又は 

出資金（千円） 

事業の内容 

又は職業 

議決権等の所有 

（被所有）割合（%） 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

親会社 
㈱エヌ・ティ・

ティ・データ 
東京都江東区 142,520,000 

システムインテグ

レーション事業 

（被所有） 

直接 51.0 
役員の兼任等 資金の預託 

預入 208,864 関係会社 

預け金 
1,957,168 

受取利息 7,639 

（イ）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度 （自 平成24年４月１日  至 平成25年３月31日） 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 
所在地 

資本金又は 

出資金（千円） 

事業の内容 

又は職業 

議決権等の所有 

（被所有）割合（%） 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

同一の

親会社

を持つ

会社 

エヌ・ティ・テ

ィ・データ・シ

ステム技術株式

会社 

東京都中央区 200,000 情報サービス事業 － 
ソフトウエア

開発の委託等 

ソフトウエア開発の委

託 
150,520 未払金 95,424 

 

当事業年度 （自 平成25年４月１日  至 平成26年３月31日） 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 
所在地 

資本金又は 

出資金（千円） 

事業の内容 

又は職業 

議決権等の所有 

（被所有）割合（%） 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

同一の

親会社

を持つ

会社 

エヌ・ティ・テ

ィ・データ・シ

ステム技術株式

会社 

東京都中央区 200,000 情報サービス事業 － 
ソフトウエア

開発の委託等 

ソフトウエア開発の委

託 
72,740 － － 

               （注）１．上記（ア）、（イ）の取引金額には消費税等を含んでおりません。 

           ２．ソフトウエア開発の委託については、一般の取引条件と同様に決定しております。 

           ３．資金の預託は、㈱エヌ・ティ・ティ・データが導入しているグループキャッシュマネジメン 

             トシステムに参加していることから生じております。なお、利率は市場金利を勘案して合理 

             的に決定しております。 

 ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

   親会社情報 

   ㈱エヌ・ティ・ティ・データ（東京証券取引所に上場） 
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（１株当たり情報）

 
前事業年度

（自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日）

当事業年度
（自  平成25年４月１日
至  平成26年３月31日）

１株当たり純資産額 1,347.39円 1,362.83円

１株当たり当期純利益金額 92.21円 71.45円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

     ません。

   ２．当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。

     前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期

     純利益金額を算定しております。

   ３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

当事業年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

１株当たり当期純利益金額    

 当期純利益（千円） 380,918 295,138

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －

 普通株式に係る当期純利益（千円） 380,918 295,138

 期中平均株式数（株） 4,130,800 4,130,800

（注）平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。その

   ため上記普通株式の期中平均株式数につきましては、当該株式分割が前事業年度の期首に行

   われたと仮定してそれぞれ算定しております。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類 
当期首残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 

(千円) 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産              

建物 25,993 － 71 25,921 16,186 2,039 9,734 

工具、器具及び備品 149,306 6,782 9,417 146,671 133,690 9,006 12,980 

有形固定資産計 175,299 6,782 9,489 172,592 149,877 11,046 22,715 

無形固定資産              

ソフトウエア 904,948 300,128 175,528 1,029,548 447,909 194,795 581,639 

ソフトウエア仮勘定 252,240 350,310 243,006 359,544 － － 359,544 

電話加入権 993 － － 993 － － 993 

無形固定資産計 1,158,182 650,439 418,535 1,390,086 447,909 194,795 942,176 

     （注）１．工具、器具及び備品の増加のうち主なものは、サーバー及びネットワーク機器等の取得による増加

6,782千円であります。

        ２．ソフトウエア及び、ソフトウエア仮勘定の増減は、顧客の増加及び既存顧客のニーズの多様化によ

          るシステムの開発及び更新に伴う増減であります。

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 7,497 － － 85 7,412

賞与引当金 79,398 67,826 79,398 － 67,826

 （注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は回収等による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

 当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負

債及び純資産の合計金額の100分の１以下であるため記載を省略しております。 
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（２）【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

ａ．現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 －

預金の種類  

普通預金 1,025,917

定期預金 200,000

別段預金 1,123

合計 1,226,843

 

ｂ．売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（千円）

トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社 21,220

住友生命保険相互会社 16,744

ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 8,330

三井住友アセットマネジメント株式会社 7,604

三井生命保険株式会社 6,510

その他 44,364

合計 104,775

 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高 
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A） (B） (C） (D）

 
(C) 

×100 
(A)＋(B) 

 

 
  (A)＋(D)  

  ２  

  (B)  

  365  
 

122,590 3,202,777 3,220,591 104,775 96.8 13.0日

      （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。
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ｃ．仕掛品

 品目  金額（千円）

 XNETサービス事業仕掛品 9,660

 合計 9,660

 

d．関係会社預け金

 品目  金額（千円）

 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 1,957,168

 合計 1,957,168

 

② 負債の部

ａ．買掛金

相手先 金額（千円）

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 429

富士ゼロックス株式会社 123

合計 552

 

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高（千円） 755,953 1,511,543 2,262,679 3,005,292

税引前四半期（当期）純利益

金額（千円）
130,415 248,480 369,091 497,618

四半期（当期）純利益金額

（千円）
77,575 147,470 219,031 295,138

１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
18.78 35.70 53.02 71.45

（注）当社は、平成25年10月１日付けで普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行なっております。

これに伴い、期首に当該株式分割が行なわれたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額を算

定しております。

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

（円）
18.78 16.92 17.32 18.42

（注）当社は、平成25年10月１日付けで普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行なっております。

これに伴い、期首に当該株式分割が行なわれたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定してお

ります。 
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 事業年度末日の翌日から３か月以内

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日     ３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

 

 

取扱場所 

 

 

株主名簿管理人 

 

取次所 

買取手数料 

 

 

（特別口座） 

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

（特別口座） 

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

 三井住友信託銀行株式会社 

────── 

────── 

公告掲載方法 電子公告により行う

株主に対する特典 なし

（注）平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株を100株に分割し、１単元の株式の数を100とする単元

株制度を採用しております。

 なお、変更後の当社約款の定めにおいては、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募

集株式新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有していません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

 当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

 

２【その他の参考情報】

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

 事業年度（第22期）（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）平成25年６月26日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

 平成25年６月26日関東財務局長に提出

(3）四半期報告書及び確認書

 （第23期第１四半期）（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)平成25年８月14日関東財務局長に提出

 （第23期第２四半期）（自 平成25年７月１日 至 平成25年９月30日)平成25年11月14日関東財務局長に提出

 （第23期第３四半期）（自 平成25年10月１日 至 平成25年12月31日)平成26年２月14日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

 平成25年６月28日関東財務局長に提出

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく

  臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 

 

    平成26年６月26日

株式会社エックスネット    

 

  取締役会 御中  

 

  有限責任 あずさ監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士 森本 泰行   印 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士 梅谷 哲史   印 

 
 
＜財務諸表監査＞

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社エックスネットの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明

細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

エックスネットの平成26年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 



＜内部統制監査＞

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社エックスネットの平

成26年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

 内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

 当監査法人は、株式会社エックスネットが平成26年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 



【表紙】
 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年６月26日

【会社名】 株式会社エックスネット

【英訳名】 XNET Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 茂谷 武彦

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都新宿区荒木町13番地４

【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 



１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当社代表取締役社長茂谷武彦は、当社の第23期（自平成25年４月１日 至平成26年３月31日）の有価証券報告書の

記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

 

２【特記事項】

 特記すべき事項はありません。

 



【表紙】
 

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成26年６月26日 

【会社名】 株式会社エックスネット 

【英訳名】 XNET Corporation 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 茂谷 武彦 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都新宿区荒木町13番地４ 

【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 



１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表取締役社長茂谷武彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会

の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する

実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を

整備及び運用しております。 

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成26年３月31日を基準日として行われており、評価

に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。 

 本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その

結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定され

た業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点

について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。 

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定い

たしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会

社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決

定いたしました。 

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、事業拠点が本社のみであることから、本社のみを「重要な事

業拠点」といたしました。勘定科目としては企業の事業目的に大きく関わるものとして、売掛金、ソフトウエア、未

払金、売上高、業務委託費及び給料及び手当に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。

 

３【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし

た。

 

４【付記事項】

 付記すべき事項はありません。 

 

５【特記事項】

 特記すべき事項はありません。 

 


